施術所の各種手続き

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師　　　　　　　　　　　
	
	申請・届の名称
	事　案
	提出時期
	様　式
	ページ

	1
	施術所開設届

	あん摩マッサージ指圧、はり又はきゅうを業とする施術所を開設した場合
	開設後
10日以内
	術－１
	２

	2

	施術所開設届出事項変更届
	開設届出事項の一部を変更した場合
	変更後
10日以内
	術－３
	５

	3
	施術所休止（再開、　廃止）届
	施術所を休止、再開又は廃止した場合
	事実発生後
10日以内
	術－５
	６

	4
	開設者死亡（失踪）届
	開設者が死亡もしくは失踪した場合
	事実発生後
10日以内
	術－７
	６

	5
	出張施術業務開始届
	専ら出張のみによって業務を開始した場合
	開始後
10日以内
	術－８
	７

	6
	出張施術業務休止（再開、廃止）届
	専ら出張のみによって業務を開始した者が業務を休止、再開又は廃止した場合
	事実発生後
10日以内

	術－９
	７

	7
	滞在施術業務従事届
	施術者がその住所地又は施術所所在地以外の地に滞在して業務を行おうとする場合
	事前


	術－10
	７



柔道整復師　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	
	申請・届の名称
	事　案
	提出時期
	様　式
	ページ

	1
	施術所開設届
	柔道整復を業とする施術所を開設した場合
	開設後
10日以内
	術－２
	２

	2

	施術所開設届出事項変更届
	開設届出事項の一部を変更した場合
	変更後
10日以内
	術－４
	５

	3
	施術所休止（再開、　廃止）届
	施術所を休止、再開又は廃止した場合
	事実発生後
10日以内
	術－６
	６

	4
	開設者死亡（失踪）届
	開設者が死亡もしくは失踪した場合
	事実発生後
10日以内
	術－７
	６



各届で略記されている法令名
あはき法：あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律
あはき令：あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行令
あはき規則：あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律施行規則
柔整法：柔道整復師法　　柔整令：柔道整復師法施行令　　柔整規則：柔道整復師法施行規則

[bookmark: _GoBack]令和４年（２０２２年）３月１０日改訂
１　施術所開設届
	事項
	施術所を開設した場合

	様式
	術－１（あはき）、術－２（柔整）

	根拠法令
	あはき法：第９条の２第１項
柔整法：第１９条第１項
	あはき規則：第２２条
柔整規則：１７条

	提出部数
	１部
	提出時期
	開設後10日以内

	添付書類
	１　開設者が法人の場合は、定款（寄附行為）の写し及び登記簿謄本（登記事項証
明書、履歴事項全部証明書）
　開設者が個人の場合は、本人確認書類（運転免許証等。以下同じ。）の写し
２　施術者の資格免許証及び本人確認書類の写し
３　建物の平面図
　　・縮尺１００分の１以上のもので、施術器具、消毒設備、窓（換気装置）等の配置及び施術室等の寸法及び面積を記載したもの。
　　・テナントの場合は施術所と同じ階の全体の平面図に施術所の位置を明記したもの。
４　敷地周囲の見取図
・施術所の位置が確認できるもの。

	確認書類
	１　開設者が個人の場合は、本人確認書類の原本
２　施術者の資格免許証及び本人確認書類の原本
※やむを得ず、資格免許証及び本人確認書類の原本確認ができない場合は、開設
者の責任において原本証明した当該書類の写しを提出させる。

	受付方法
	１　本人確認書類及び資格免許証は原本により確認し、その写しには確認年月日
及び確認者名を記載する。
２　書類に不備がないことを確認後、内容を審査し、受理する。
※広告の制限について指導すること。



■　施術所開設届の記載要領
	施術者
	　非常勤の者も記載すること。

	名称
	　各種法令等に違反していないこと。
（参考）
類似名称の使用制限（医療法第３条第１項）
　疾病の治療（助産を含む。）をなす場所であって、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。

広告取締に関する件(昭和２４年５月１６日医収第５８９号京都府知事あて厚生省医務局長回答)
施術所の名称に関しては、はり院、きゅう療院等はり、きゅう等の施術所であることを明示する名称を使用することは差し支えないが、単に「○○療院」「○○治療所」という如き病院又は診療所に紛らわしい名称を附けることは許されない。

あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法の運用について(昭和２６年１０月１日医収第５６０号三重県知事あて厚生省医務局長回答)
施術所の名称中に、はり科、きゅう科等の科の文字を使用することは適当でな
いと解する。



■　構造設備等の審査要領
	構造設備等

	施術所の構造設備基準（あはき規則第２５条、柔整規則第１８条）
１　６.６㎡以上の専用の施術室を有すること。
２　３.３㎡以上の待合室を有すること。
３　施術室は、室面積の７分の１以上に相当する部分を外気に開放し得ること。
ただし、これに代わるべき適当な換気装置があるときはこの限りでない。
４　施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること。

衛生上必要な措置（あはき規則第２６条、柔整規則第１９条）
１　常に清潔に保つこと。
　２　採光、照明及び換気を充分にすること。

（その他）医療監視等講習会質疑応答等より引用
・あはき、柔整の併設施術所の場合、施術室は原則として別に設けること。ただ
し、同一人が両方を行う場合はこの限りでない。
・施術室、待合室等の区画は、施術中の様子が見えたり、話し声が聞こえたりし
ないよう、プライバシー保護に配慮すること。
　・施術室は、住居等と構造上独立していること。施術所と自宅を兼用している場
合などにおいて、待合室が住居部分の通路などと兼用しているような場合は、
面積基準を満たし、待合室の機能を果たしているかを確認すること。



■　その他の留意点
	資格確認の徹底
	あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第９条の２から第９条の４まで及び柔道整復師法第１９条の規定による施術所の開設届等の際の資格確認の徹底について（平成２６年１月７日医政医発０１０７第１号厚生労働省医政局医事課長通知)
１　開設者(法人の場合を除く。)については、運転免許証等の原本により必ず
　本人確認を行うこと。また、業務に従事する施術者の氏名等については、あは
　き及び柔整の免許証の原本により確認するとともに、併せて運転免許証等の
　原本により本人確認を行うこと。
２　あはき及び柔整の免許証を確認した際、他人であるあはき及び柔整の免許
　証(コピーを含む。)を偽造して、自分の氏名等を記載した偽造免許証を保有
　していることが疑われる場合には、指定登録機関に当該免許証の記載事項を照会し、当該者の免許証であることを確認すること。

	広告
	●あはき
　広告の制限（あはき法第７条）
　あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術
所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、下記に掲げる事項以外の
事項について、広告をしてはならない。
１　施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
２　法第１条に規定する業務の種類
３　施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
４　施術日又は施術時間
５　その他厚生労働大臣が指定する事項
　　上記１～３に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者
の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第７条第１項第５号の規定に基づくあん摩業等又はこれらの施術所に関して広告し得る事項(平成１１年３月２９日厚生省告示第６９号)
１　もみりようじ
２　やいと、えつ
３　小児鍼(はり)
４　あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第９条の２第
１項前段の規定による届出をした旨
５　医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な
旨を明示する場合に限る。)
６　予約に基づく施術の実施
７　休日又は夜間における施術の実施
８　出張による施術の実施
９　駐車設備に関する事項

●柔整
　広告の制限（柔整法第２４条）
　柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法に
よるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。
１　柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
２　施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
３　施術日又は施術時間
４　その他厚生労働大臣が指定する事項
　上記１～２に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、
柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたってはならない。

　柔道整復師法第２４条第１項第４号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項(平成１１年３月２９日厚生省告示第７０号)
１　ほねつぎ(又は接骨)
２　柔道整復師法第１９条第１項前段の規定による届出をした旨
３　医療保険療養費支給申請ができる旨(脱きゅう又は骨折の患部の施術に係
る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
４　予約に基づく施術の実施
５　休日又は夜間における施術の実施
６　出張による施術の実施
７　駐車設備に関する事項



２　施術所開設届出事項変更届
	事項
	開設届出事項に変更を生じた場合（柔整の場合は４を除く。）
１　開設者の住所、氏名（法人の場合は名称、主たる事務所の所在地）（※１）
２　施術者
３　構造設備の概要及び平面図（※２）
４　業務の種類
５　施術所の名称
６　開設の場所（※１）

	様式
	術－３（あはき）、術－４（柔整）

	根拠法令
	あはき法：第９条の２第１項
柔整法：第１９条第１項
	あはき規則：第２２条
柔整規則：１７条

	提出部数
	１部
	提出時期
	変更後10日以内

	添付書類
	１　法人の名称及び主たる事務所の所在地を変更した場合は定款(寄附行為)の写
　し及び登記簿謄本（登記事項証明書、履歴事項全部証明書）
個人開設者の住所及び氏名を変更した場合は本人確認書類の写し
２　新たに施術者を雇用した場合等は、資格免許証及び本人確認書類の写し
３　構造設備を変更した場合は、建物の平面図
　　・縮尺１００分の１以上のもので、施術器具、消毒設備、窓（換気装置）等の配置及び施術室等の寸法及び面積を記載したもの

	確認書類
	１　個人開設者の住所及び氏名を変更した場合は本人確認書類の原本
２　新たに施術者を雇用した場合等は資格免許証及び本人確認書類の原本
※やむを得ず、資格免許証及び本人確認書類の原本確認ができない場合は、開設者の責任において原本証明した当該書類の写しを提出させる。

	受付方法
	１　本人確認書類及び資格免許証は原本により確認し、その写しには確認年月日　及び確認者名を記載する。
２　書類に不備がないことを確認後、内容を審査し、受理する。
※１　開設者又は開設の場所そのものの変更は、廃止及び開設の手続きが必要。
※１　行政区画変更による住所表示の変更は、市町村発行の証明書等のみの提出
で足りる（変更届不要）。衛生総合情報システムにて管理者権限で修正を行う。
※１「開設の場所の変更」は、施術所が入居するビル名が変わった場合等を想定。
※２　構造設備の変更の場合は、構造設備等の審査要領（P3）参照。



３　施術所休止（再開・廃止）届
	事項
	施術所を休止、再開又は廃止した場合

	様式
	術－５（あはき）、術－６（柔整）

	根拠法令
	あはき法：第９条の２第２項
柔整法：第１９条第２項

	提出部数
	１部
	提出時期
	事実発生後10日以内

	添付書類
	なし

	受付方法
	１　書類に不備がないことを確認後、受理する。
※１年以上の長期にわたる休止で、再開の目途が立っていない場合等は、廃止届
　を提出させることが望ましい。



４　開設者死亡（失踪）届
	事項
	開設者が死亡もしくは失踪した場合

	様式
	術－７

	根拠法令
	規定なし

	提出部数
	１部
	提   出 　 時 　期
	事実発生後10日以内（規定なし）

	添付書類
	死亡診断書又は戸（除）籍謄（抄）本の写し

	受付方法
	１　書類に不備がないことを確認後、受理する。本届を提出した場合、施術所廃止
届の提出は不要。
２　死亡の届出義務者は次の者をいう。（戸籍法第８７条）
　　(1) 同居の親族
　　(2) その他の同居者
　　(3) 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
３　失踪の届出義務者は失踪宣告の裁判を請求した者をいう。（戸籍法第９４条）

	参考
	登録の消除（あはき規則第４条第２項、柔整法第４条第２項）
施術者（柔道整復師）が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法による
死亡又は失踪の届出義務者は、３０日以内に、名簿の登録の消除を申請しなければならない。







５　出張施術業務開始届
	事項
	専ら出張のみによって、その業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、その業務を開始した場合

	様式
	術－８

	根拠法令
	あはき法：第９条の３

	提出部数
	１部
	提出時期
	開始後10日以内（規定なし）

	添付書類
	施術者の資格免許証及び本人確認書類の写し

	受付方法
	１　資格免許証及び本人確認書類は原本により確認し、その写しには確認年月日　及び確認者名を記載する。
２　書類に不備がないことを確認後、受理する。
※開始届提出後、業務の種類を変更する場合は、廃止届及び開始届を改めて提出
させる。



６　出張施術業務休止（再開・廃止）届
	事項
	専ら出張のみによって、その業務に従事するあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、その業務を休止、再開又は廃止した場合

	様式
	術－９

	根拠法令
	あはき法：第９条の３

	提出部数
	１部
	提　出　時　期
	事実発生後10日以内（規定なし）

	添付書類
	なし

	受付方法
	１　書類に不備がないことを確認後、受理する。
※１年以上の長期にわたる休止で、再開の目途が立っていない場合等は、廃止届
　を提出させることが望ましい。



７　滞在施術業務従事届
	事項
	あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師が、その住所地（施術所を開設しているときは、その所在地）以外の地に滞在して業務を行おうとするとき。
・熊本県外に住所地がある者が熊本県内（熊本市を除く）に滞在し業務を行うとき
・熊本市内に住所地がある者が県内の熊本市外に滞在し業務を行うとき　等

	様式
	術－１０

	根拠法令
	あはき法：第９条の４
	あはき規則：第２４条

	提出部数
	１部
	提　出　時　期
	事前

	添付書類
	施術者の資格免許証及び本人確認書類の写し

	受付方法
	１　資格免許証及び本人確認書類は原本により確認し、その写しには確認年月日　
及び確認者名を記載する。
２　書類に不備がないことを確認後、受理する。



2
